
 

 

 

熊本県規則第２２号 

熊本県産あさりを守り育てる条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本県産あさりを守り育てる条例（令和４年熊本県条例第２７号。

 以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義）   

第２条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例にお 

いて使用する用語の例による。 

 （熊本県産あさりの保全及び育成のために必要な稚貝） 

第３条 条例第２条第１項の規則で定める稚貝は、次に掲げるものとする。 

(1)  有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成１４年法律第

  １２０号）第２条第１項に規定する有明海及び同条第２項に規定する八代海のうち、

  熊本県の海域を除く海域において着底した稚貝 

(2)  前項の有明海及び八代海のうち、熊本県の海域を除く海域において着底して育っ

た親貝を用いて国内において人工的に生産した稚貝 

(3)  その他知事が別に定める稚貝 

（適正な流通又は販売のために保存する措置を講じた書面） 

第４条 条例第２条第４項の規則で定める書面は、第２４条第１項各号に掲げる書面とす

る。 

（あさり資源特別回復区域の指定の申請） 

第５条 条例第１３条第１項の規定によるあさり資源特別回復区域（以下「特別回復区域」 

という。）の指定を受けようとする漁業協同組合は、名称、代表者の氏名、主たる事務

所の所在地及び指定を受けようとする区域の位置を記載した申請書を知事に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1)  次に掲げる事項を定めた熊本県産あさりの資源の保全及び回復に向けた取組に関

する計画（以下「特別回復計画」という。）を記載した書類 

 ア 計画の期間 

 イ 特別回復区域におけるあさり資源の保全及び回復のための方策（事業年度別の取

組の内容を明らかにしたものに限る。） 

 ウ 年度別達成目標 

 エ 推進体制 

 オ その他知事が必要と認める事項 



 

 

 

(2)  申請する漁業協同組合が管理する漁場において輸入あさりの蓄養を行わないこと、

特別回復計画に従って取組を行うこと及び当該取組を行うために用いるあさりは熊本

県産あさり（条例第２条第１項に規定する稚貝を含む。）であることを誓約する書類 

 (3)  当該指定を受けようとする区域を示す図面 

(4)  条例第１３条第３項の規定に基づく関係市町及び関係漁業協同組合との協議内容

  及び結果を確認できる書類 

(5)  その他知事が必要と認める書類 

（協議を行う関係市町及び関係漁業協同組合） 

第６条 条例第１３条第３項に規定する関係市町及び関係漁業協同組合は、次に掲げるも

のとする。 

(1)  特別回復区域の指定を受けようとする共同漁業権の漁場の属する関係地区（漁業

法（昭和２４年法律第２６７号）第６２条第２項第１号ヘに規定する関係地区をいう。

第１２条第１号において同じ。）の所在する市町 

(2)  特別回復区域の指定を受けようとする共同漁業権の漁場を２以上の漁業協同組合

が共同で管理する場合は、当該共同で管理する他の全ての漁業協同組合 

(3)  その他知事が協議を行うことが必要と認める市町及び漁業協同組合 

（特別回復区域の指定書の交付等） 

第７条 知事は、条例第１３条第１項の規定により特別回復区域の指定をしたときは、当

該指定に係る申請をした者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付する。 

(1)  区域指定組合の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2)  指定番号 

(3)  特別回復区域の位置及び範囲 

(4)  指定の期間 

２ 条例第１３条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定による公示

は、熊本県公報への登載、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 

（特別回復区域の指定の期間） 

第８条 特別回復区域の指定の期間は、指定を受けた日から原則として３年とする。 

（特別回復区域の指定の変更） 

第９条 区域指定組合は、次に掲げる事項に係る指定の変更を受けようとするときは、当

該指定の変更を受けようとする事項について記載した申請書を知事に提出しなければな

らない。 

(1)  区域指定組合の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

(2)  特別回復区域の位置及び範囲 

(3)  指定の期間 



 

 

 

２ 前項の規定による申請に係る指定書の交付については、第７条第１項の規定を準用す

る。 

（特別回復区域の指定の解除） 

第１０条 区域指定組合が、条例第１３条第７項第１号に規定する特別回復区域の指定の

解除の申請をしようとするときは、解除を受けようとする理由を付した申請書を知事に

提出しなければならない。 

（あさり資源育成促進区域の指定） 

第１１条 知事は、熊本県の海域における共同漁業権の漁場のうち、熊本県産あさりの生

産性向上に向けたあさり資源の育成の取組を促進する必要性が高いと認めるものの全部

又は一部を、条例第１４条第１項の規定により、あさり資源育成促進区域（以下「育成

促進区域」という。）として指定する。 

（意見聴取を行う関係市町及び関係漁業協同組合） 

第１２条 条例第１４条第２項に規定する関係市町及び関係漁業協同組合は、次に掲げる

 ものとする。 

(1)  知事が指定をしようとする共同漁業権の漁場が属する関係地区の所在する市町 

(2)  知事が指定をしようとする共同漁業権の漁場を管理する漁業協同組合 

(3)  その他知事が意見を聴くことが必要と認める市町及び漁業協同組合 

（育成促進区域の指定の公示） 

第１３条 条例第１４条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）の規定によ

る公示は、熊本県公報への登載、インターネットの利用その他の方法により行うものと

する。 

（育成促進区域の指定の変更） 

第１４条 知事は、育成促進区域以外の共同漁業権の漁場において、あさりの生産性向上

に向けたあさり資源の育成の取組を促進する必要性が生じたときは、育成促進区域の範

囲を変更する指定を行うものとする。 

（熊本県産あさり販売協力店の認証の対象） 

第１５条 条例第１６条第１項の規定による認証を受けることができる者又は店舗は、次

に掲げるものとする。 

(1)  熊本県産あさりを消費者に販売する事業を行う店舗（県外に所在するものを含む。）

又は当該店舗を設置する者（県外に住所又は主たる事務所を有するものを含む。） 

 (2)  前号に掲げるもののほか、熊本県産あさりを採捕し、消費者に販売をする漁業者 

若しくはその者が設置する店舗又は漁業協同組合 

(3)  前２号に掲げるもののほか、認証を受けることが適当な者として知事が別に定め

る事業者 



 

 

 

（熊本県産あさり販売協力店の認証の申請） 

第１６条 条例第１６条第１項の規定による認証を受けようとする者は、次に掲げる事項 

を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

(1)  申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

(2)  認証を受けようとする店舗の名称、所在地及び連絡先 

(3)  熊本県産あさりの販売方法 

(4)  熊本県産あさり以外のあさりの販売計画 

(5)  熊本県産あさり以外のあさりの混入防止策 

(6)  その他知事が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 

(1)  申請者が熊本県産あさりを販売する場所及び販売の方法の状況が分かる写真 

(2)  申請者が次条各号に掲げる基準に適合することを誓約する書類 

(3)  販売する熊本県産あさりの流通に関わる水産物流通販売事業者が分かる書類その

他の熊本県産あさりの流通の経路を明らかにする書類 

(4)  その他知事が必要と認める事項を記載した資料 

（熊本県産あさり販売協力店の認証の基準） 

第１７条 知事は、前条の規定により申請をした者が、次に掲げる基準に適合すると認め

るときは、条例第１６条第１項の規定により、当該申請をした者又はその者が設置する

店舗を熊本県産あさり販売協力店として認証することができる。 

  (1)  熊本県産あさり産地証明支援システムによる熊本県産あさりであることを証する

書面の売場への掲示その他の消費者が熊本県産あさりであることを容易に確認できる

措置を講じること。 

 (2)  販売する熊本県産あさりの流通の経路が明らかであること。 

(3)  条例第１６条第３項の規定により熊本県産あさりの取扱量等を知事に報告するこ

と。 

(4)  条例第１６条第３項の規定により知事に報告する熊本県産あさりの取扱量等が確

認できる書面の備付けと保存を行うこと。 

 (5)  知事が認証を取り消したときにその旨を公表することに同意すること。 

(6)  熊本県産あさり以外のあさりを販売する場合は、熊本県産あさり以外のあさりが

熊本県産あさりに混入しないように必要な措置を講ずること。 

(7)  前各号に掲げる基準に適合することを確認するために知事が行う検査又は調査に

協力すること。 

（認証書の交付） 



 

 

 

第１８条 知事は、条例第１６条第１項の規定により熊本県産あさり販売協力店の認証を

したときは、当該認証に係る申請をした者に対し、次に掲げる事項を記載した認証書を

交付する。 

(1)  認証を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の

所在地）又はその設置する店舗の名称及び所在地 

(2)  認証番号 

(3)  認証の有効期間 

（認証の期間） 

第１９条 認証の有効期間は、認証の日から３年を経過した日の属する月の末日までとす

る。 

（熊本県産あさり販売協力店の公表） 

第２０条 条例第１６条第２項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法 

により行うものとする。 

（取扱量等の報告） 

第２１条 条例第１６条第３項の規定により報告が必要な事項は、次に掲げるものとする。 

(1)  月別の熊本県産あさりの入荷の数量 

(2)  月別の熊本県産あさりの販売の数量 

(3)  その他知事が必要と認める事項 

２ 前項の報告は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの状況について、翌年４月末日 

までに知事に報告するものとする。 

（認証の取消し） 

第２２条 知事は、協力店が次の各号のいずれかに該当するときは、熊本県産あさり販売

協力店の認証を取り消すことができる。 

(1)  第１７条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。 

 (2)  虚偽の申請により認証を受けたとき。 

 (3)  熊本県産あさり産地証明支援システムによる熊本県産あさりであることを証する

書面を不正に使用したとき。 

 (4)  食品表示法（平成２５年法律第７０号）その他の関係法令、条例又はこの規則の

  規定に違反したとき。 

 (5)  県産水産物全体に対する信頼を損なう不公正な取引を行ったとき。 

２ 知事は、前項の規定により熊本県産あさり販売協力店の認証を取り消したときは、そ

の旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

 （委任） 

第２３条 第１５条から前条までに定めるもののほか、熊本県産あさり販売協力店の認証



 

 

 

に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

（熊本県産あさりの販売に係る備付けを要する書面等） 

第２４条 条例第１８条第１項の規則で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める書面とする。 

(1)  水産物流通販売事業者に販売する場合（第３号に掲げる場合を除く。） 次に掲

げる書面 

ア 入荷に係る年月日、原産地、品名、数量及び入荷の相手方の氏名（法人にあって

は、その名称）を確認できる書面（複数の書面の組合せによって確認できる場合に

あっては、当該複数の書面を含む。）その他の熊本県産あさりの入荷を証する書面

（その内容について当事者間に合意があるものに限る。） 

イ 出荷に係る年月日、原産地、品名、数量及び出荷の相手方の氏名（法人にあって

は、その名称）を確認できる書面（複数の書面の組合せによって確認できる場合に

あっては、当該複数の書面を含む。）その他の熊本県産あさりの出荷を証する書面

（その内容について当事者間に合意があるものに限る。） 

(2)  消費者に販売する場合（第４号に掲げる場合を除く。） 前号アに掲げる書面 

(3)  熊本県産あさりを採捕した者が当該熊本県産あさりを水産物流通販売事業者に販

売する場合 次に掲げる書面 

ア 熊本県産あさりを採捕したことを証する書面（採捕した年月日、海域及び数量を

確認できるものに限る。） 

イ 第１号イに掲げる書面 

(4)  熊本県産あさりを採捕した者が当該熊本県産あさりを消費者に販売する場合 前

号アに掲げる書面 

２ 条例第１８条第２項に規定する期間は、熊本県産あさりを販売した日の翌日から起算

 する。 

（熊本県産等表示あさりの販売等に係る備付けを要する書面等） 

第２５条 条例第１９条第１項の規則で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める書面とする。 

(1)  水産物流通販売事業者に販売する場合（第３号及び第５号に掲げる場合を除く。）

 次に掲げる書面 

ア 入荷に係る年月日、原産地、品名、数量及び入荷の相手方の氏名（法人にあって

は、その名称）を確認できる書面（複数の書面の組合せによって確認できる場合に

あっては、当該複数の書面を含む。）その他の熊本県産等表示あさりの入荷を証す

る書面（その内容について当事者間に合意があるものに限る。） 

イ 出荷に係る年月日、原産地、品名、数量及び出荷の相手方の氏名（法人にあって



 

 

 

は、その名称）を確認できる書面（複数の書面の組合せによって確認できる場合に

あっては、当該複数の書面を含む。）その他の熊本県産等表示あさりの出荷を証す

る書面（その内容について当事者間に合意があるものに限る。） 

(2)  消費者に販売する場合（第４号に掲げる場合及び熊本県産等表示あさりの養殖を

した者が販売する場合を除く。） 前号アに掲げる書面 

(3)  熊本県産等表示あさりを採捕した者が当該熊本県産等表示あさりを水産物流通販

売事業者に販売する場合 次に掲げる書面 

ア 熊本県産等表示あさりを採捕したことを証する書面（採捕した年月日、海域及び

数量を確認できるものに限る。） 

イ 第１号イに掲げる書面 

(4)  熊本県産等表示あさりを採捕した者が当該熊本県産等表示あさりを消費者に販売

する場合 前号アに掲げる書面 

(5)  熊本県産等表示あさりの養殖をした者が当該熊本県産等表示あさりを水産物流通

販売事業者に販売する場合 第１号イに掲げる書面 

２ 条例第１９条第２項の規則で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める書面とする。 

(1)  輸入した稚貝のあさりの養殖をする場合 次に掲げる書面 

ア 通関に関する書面その他の当該稚貝のあさりの輸入に関する事実を証する書面 

イ 区画漁業権の免許を受けた区域における漁場の利用状況が確認できる書面その他 

の当該稚貝のあさりの養殖（２以上の場所で養殖をする場合にあっては、その全て）

に関する事実を証する書面 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、当該養殖をする熊本県産等表示あさりが熊本県産

等表示あさりと表示することが適当であることを証する書面 

(2)  前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書面 

ア 稚貝のあさりの採捕を行った者の氏名並びにその年月日及び数量が確認できる書

面、稚貝のあさりの入荷の相手方の氏名（法人にあっては、その名称）並びにその

年月日及び数量が確認できる書面その他の当該稚貝のあさりの採捕又は入荷に関す

る事実を証する書面   

イ 前号イに掲げる書面 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、当該養殖をする熊本県産等表示あさりが熊本県産

等表示あさりと表示することが適当であることを証する書面  

３ 条例第１９条第３項に規定する期間は、熊本県産等表示あさりを販売した日の翌日か

 ら起算する。 

（公表の内容等） 



 

 

 

第２６条 条例第２０条第２項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(1)  当該勧告に従わなかった旨 

(2)  当該勧告の内容  

(3)  当該勧告を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地） 

（意見陳述の機会の付与手続） 

第２７条 条例第２０条第３項の公表に係る者が同項の規定により意見を述べる場合は、

知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見の趣旨及び理由を記載した書類（以下

「意見書」という。）を提出して行うものとする。 

２ 公表に係る者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。 

３ 知事は、意見書の提出期限（口頭により意見を述べる機会を与える場合は、その日時） 

までに相当な期間をおいて、当該公表に係る者に対し、次に掲げる事項を記載した書面

により通知するものとする。 

(1)  公表しようとする事項及び理由 

(2)  意見書の提出先及び提出期限（口頭により意見を述べる機会を与える場合は、そ

の旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

附 則 

 この規則中、第１条から第４条まで及び第２４条から第２７条までの規定は令和４年７

月１日から、その他の規定は令和４年９月１日から施行する。 

 

 

 


